
Ｄ
Ｖ
の
種
類

　
配
偶
者
や
恋
人
な
ど
親
密

な
関
係
に
あ
る
、ま
た
は
あ
っ

た
人
か
ら
振
る
わ
れ
る
暴
力
の
こ
と
を
Ｄ

Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク・バ
イ
オ
レ
ン
ス
）

と
い
い
ま
す
。
Ｄ
Ｖ
と
い
え
ば
、
殴
る
・

蹴
る
な
ど
の
「
身
体
的
暴
力
」
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ

以
外
に
も「
精
神
的
暴
力
」「
経
済
的
暴
力
」

「
性
的
暴
力
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
暴
力

が
存
在
し
ま
す
。

精
神
的
暴
力
の
与
え
る
影
響

　

な
か
で
も
精
神
的
暴
力
と
は
、
心
な

い
言
葉
や
態
度
で
相
手
を
傷
つ
け
る
も

の
で
す
。
大
声
で
怒
鳴
っ
た
り
、「
誰
の

お
か
げ
で
生
活
で
き
て
い
る
ん
だ
」「
甲

斐
性
な
し
」
な
ど
の
暴
言
を
吐
い
た
り

す
る
以
外
に
、
話
し
か
け
て
も
無
視
を

す
る
、
自
殺
を
ほ
の
め
か
す
な
ど
の
脅

迫
行
為
も
す
べ
て
精
神
的
暴
力
に
あ
た

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行
為
が
繰
り
返

さ
れ
る
こ
と
で
被
害
者
は
精
神
的
に
不

安
定
に
な
り
、
不
眠
や
鬱
な
ど
生
活
に

支
障
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト

レ
ス
障
害
）
に
至
る
な
ど
、
刑
法
上
の

傷
害
と
み
な
さ
れ
る
ほ
ど
の
精
神
障
害

じ けん ん

に
至
る
こ
と
も
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て

は
傷
害
罪
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
で

　

相
談
窓
口
で
は
、
寄
り
添
っ
て
一
緒

に
解
決
策
を
考
え
、
必
要
に
応
じ
て
情

報
や
支
援
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
被
害

を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
自
分
を
責
め

た
り
一
人
で
悩
ん
だ
り
せ
ず
に
、
一
度

専
門
機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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問
合
せ　
人
権
政
策
課
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５

言
葉
や
態
度
に
よ
る
精
神
的
な
暴
力

〜
11
月
12
日
〜
25
日
は「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
期
間
」〜

【
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
電
話
相
談
窓
口
】

●�

や
お
Ｄ
Ｖ
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

９
２
４
・
６
５
５
０　

�

　
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
年
末
年
始
を
除
く
）

●�

大
阪
府
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

　

06
・
６
９
４
６
・
７
８
９
０　

�

　
24
時
間
３
６
５
日

●�

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０

　

�

平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

�（
11
月
18
日
〜
22
日
は
７
時
ま
で
、
23

日
・
24
日
は
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

や
お
Ｄ
Ｖ
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

大
阪
府
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

・
６
９
４
６
・
７
８
９
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０

分
〜
午
後
５
時
15
分




